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　�「�新」�という言葉には、人を引きつける何かがあるようだ。�「新商品」�と聞けば、つ�

いつい手に取ってみたくなる。�「なるほど」�と、うなずけるものもあれば、今までのも�

のとさほど変わっていないものまである。つくり手の「新」に託された思�いが受け手�

に伝わらないことさえある。また、万年筆のように、使い慣れた古いもの�に愛着を持�

って�し�まうこともある。�

　�し�か�し�、教育の現場では、そうも言ってはいられない。古いものがよいからと言っ�

て、その指導に固執�し�て�し�まうことはできないのである。�

　時代や世界の変化によって、教育の内容が変更されていくことは教育の�宿命である。�

　世界の先進国に見られるように、知的生産社会の中で、求められる理想�の青年像は、�

知識の量や技能の速さより、その持てる知識や技能をどのように使うかの�思考力、判�

断力、表現力、想像力、社会の変化に応じて学び続ける学習力を身につけ�た姿であろ�

う。�

　義務教育の段階の学力を実践的な能力「生きる力」とするならば、我々�が携わる造�

形教育の中にこそ、その本質があると再認識する必要がある。�

　世界で、義務教育に図画工作・美術の授業を�し�ている国が少ないといって失望する�

ことはない。図画工作・美術の授業が存続�し�ていることは、実践的な能力を育てる教�

育の本質を今までも我が国は大切に�し�てきた証になるだろう。�

　�「学力の世界標準」�が示されることは、何も学力競争を意味するものではない。子ど�

もの成長の本質を忘れず、造形教育を充実させること、文化へのまなざ�し�や世界と交�

流する力を新�し�い指導の基準と�し�て確立することで、新�し�い時代の入り口に立つ子ど�

もたちが育つと信�じ�ている。�

　これからも学習することの楽�し�さを体感�し�、心を揺さぶられる「知」との出会いを�

保証することが大切である。�

だか�ら�、�造形教育�
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いつ�ま�で�も�、�こ�れか�ら�も�
藤澤�　新学期初めの忙�し�い時期にお集まりいた�だ�

き、ありがとうございます�。�

　それでは、�「図画工作の新学習指�導要領への期待�

と今後の取り組み」という�テーマで、これからお�

話いただきたいと思います�。�

　ご承知のとおり、国際的�な学力比較の問題が過�

熱ぎみにとらえられていま�すが、そういう中で学�

習指導要領が改訂されたの�で、多少のバイアスが�

かかったのではないかとい�う感�じ�が�し�ています。�

　ただ、実際には、図画工�作は現状の時間数を確�

保�し�ま�し�た�し�、依然と�し�て子どもの期待が大き�い�

教科であることには変わり�はないと思われます。�

　その辺を、現場におられ�る先生方から、今の図�

画工作の状況はどのように�なっているかというお�

話を、最初に�し�ていただければと思いま�す。�

本間�　私は今、全学年が単学級の�学校で、１～６�

年生までの図画工作の時間�を持っています。�

　もちろん、子どもたちは�図工の時間を非常に楽�

し�みに�し�ています。例えば、学校�行事や私が出張�

などで授業がつぶれたら、�大変残念がります。�

　また、私が「学校だより�」などで「いろいろな�

材料があったら、ご協力を�お願い�し�ます」と言っ�

ているからかも�し�れませんが、�「先生、�こんな材料�

があるんですけど」と、い�ろいろな材料を保護者�

の方から提供�し�ていただいたり�し�ています。�

　それから、校内展とか区�の展覧会とかに子ども�

の作品を出品�し�たときも、非常に関心が�高いです。�

　つい最近で印象的だった�ことは、展覧会に来た�

保護者の方が、私と同じぐ�らいの年代の方ですが、�

「今の図工の時間というの�は、自分のつくりたい�

ものを表現できるんですね�。私たちのときと違う�

んですね」とおっ�し�ゃってくださいま�し�た。�
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■　�図画工作教育の現状について�
　このように、作品を見て、�保護者の方がそのよ�

うにとらえてくれるというこ�とは、関心も高く、�

見る目も高いなというふうに�思いま�し�た。�

平田�　子どもたちは本当に図�工の時間が好きです。�

この間の「造形遊び」のとき�、子どもたちが「担�

任の先生に見せたい」と言う�ので、担任の先生に�

見てもらうと、子どもたちが�余りにも生き生きと�

し�ているので、�「私の授業では見たことがな�い顔を�

し�ている」と言われて�し�まったんです。�

　そんな力も図工の時間の中�にはあるんだなと思�

って、私もかえってびっくり�し�て�し�まいま�し�た。�

　だから、こういう時間が図�工の授業の中では流�

れているということを、学校�内部にも保護者にも�

伝えていかなければならない�と思いま�し�た。�

　また、東京都図画工作研究�会の教育課程検討委�

員会で、昨年度、図工の教員�の意識調査を実施�し�

ま�し�た。そうすると、東京都�の場合は専科制で、�

１週間の持ち時間が増加傾向�にあり、午前も午後�

も授業を持つという方がかな�り増えてきているこ�

とがわかりま�し�た。�

　ただ、子どもたちの授業時�間数自体は減ってい�

て、高学年の子どもからは�「図工の時間が少ない」�

と言われています。私自身も�、高学年でも図工の�

時間を多く�し�たいと思う一方で、持ち時間�が多く�

なってきて、物理的に追いつ�かなくなっていると�

いうジ�レ�ンマが、課題と�し�てあるのかなと思って�

います。その辺は考えていか�なければならないと�

感�じ�ているところです。�

坂本�　本校でも、特別支援を�する必要がある子ど�

もがいるんですが、その子と�材料の葉っぱ集めを�

し�ていたときに、�「先生、�図工というのはご飯を食�

べるみたいにおも�し�ろいね」と言ってもら�えたこ�

とがあり、ジーンときたこと�があります。�

　私は、４～６年生までの専�科と�し�て担当�し�てい�
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藤澤�　今回の学習指導要領のよう�な示�し�方であれ�

ば、�「どんなに意欲的な実践で�も、�懐が深いから受�

け入れるよ」という感じが�し�ますよね。�

　先生方はこれまで意欲的�な題材に取り組んでこ�

られたと思うんですが、こ�の文章を読んでもわか�

る�し�、自分がやってきたことは正�し�かったんだ、�

ということが確認できると�思います。�

　�し�か�し�、実際には、学級担任の�先生に本当にこ�

の主旨がちゃんと伝わるだ�ろうかという感�じ�が�し�

ているんですが、その辺は�どうですか。�

本間�　どのように読み取るかとい�うことですね。�

例えば、今の話で言うと、�第３学年及び第４学年�

の�「�共通事項」�に、今回、�「�（1）�「�Ａ表現」�及び�「Ｂ�

鑑賞」の指導を通�し�て、次の事項を指導する」�と�

なっていて、�「ア　自分の感覚や活動�を通�し�て、�形�

や色、組合せなどの感じを�とらえること」�、�「イ　�

形や色などの感じを基に、�自分のイメージをもつ�

こと」となっています。�

　この「自分の」という言�葉が入ったのは、非常�

に大きいと思っています。�これは、私たちが日ご�

ろ実践�し�ていたことのフォローと�いうことで、大�

きな自信の裏付けになる言�葉だなと感�じ�ています。�

　主体は子どもなんだとい�うことを、この言葉は�

すごく裏付けてくれるかな�と思っていますので、�

この言葉を大事に�し�ていきたいと考えています�。�

藤澤�　ちょっと�し�た言葉ですが、これは�重い言葉�

ですよね。今回の学習指導�要領で「自分の感覚」�

とか「自分のイメージ」と�いうことが明確に出て�

きたことが、結構大きいで�すね。�

　そ�し�て、子どもの資質や能力と�いうものをすべ�

て「共通事項」の中に流�し�込んで、その育ちを見�

ていこうという構造になっ�ていると思います。�

　私が気にするのは、�例えば、�「第１学年及び第２�

学年」の「Ａ表現」の�（1）�の�（ア）�で、�「身近な自然�

物や人工の材料の形や色な�どを基に思い付いてつ�

くること」�となっています。そ�し�て、�「思い付いて�

つくること」ができたのか�どうかを問題にすると�

いう感�じ�が�し�ています。�

　本来、この�（ア）�、�（イ）�、�（ウ）�というのは、先生�

が一つの題材を立ち上げて�いくときに、こういう�

側面からひとまとまりのテ�ーマを考えてください、�

という主旨なんですが、細�分化�し�て�し�まうととん�

でもないことになって�し�まうので、それがちょ�っ�

ますが、４年生の時代�

というのは、特に図工�

が大好きで、盛り上が�

るなということを感じ�

ます。�

　それから、文化祭で�

「明かりの実践」を�し�

て、暗い部屋でそれが�

見えるように�し�たとき、�
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のは、それぞれの学年で今�まで取り扱っていたも�

のですが、�「この学年の段階ではこ�ういうことを身�

につけま�し�ょう」ということが明確に整�理された�

なと思います。�

　なお、�「共通事項」�ということが新�し�く出てきた�

わけですが、身につけるも�のを共通�し�て取り出�し�

たという形なので、これか�らの指導の中でどのよ�

うに取り扱うかは、今後、�考えていく必要がある�

と思っています。�

平田�　本間先生のお話と共通する�ことがほとんど�

ですが、技能、材料、用途�、領域みたいなものが、�

前は一体的になっていたん�ですが、�「材料・用具」�

を別の項目に�し�たことで、わかりやすく�なったと�

いう印象を受けま�し�た。�

　それから、�「第１　目標」�のところに、前はなか�

ったんですが、�「感性を働かせながら」�という一文�

が入ったということ。�「共通事項」�を読んでみて感�

じ�たことは、子どもの感じ�取る力とか感性の育成�

ということを考えながら、�表現や鑑賞の活動を通�

し�て、子どもが色や形をど�のように感�じ�て、どう�

いうふうに関わって活動�し�ていたかということを、�

もう一度見直�し�てほ�し�いと言っているのかなと�い�

うことで�し�た。�

　そ�し�て、我々がそういう点をわ�かりやすく指導�

できるように、この「共通�事項」というものがつ�

くられたのかなと思いま�し�た。�

坂本�　私は、この「共通事項」が�小・中学校を通�

し�て同�じ�ように示されていること�は、大きな進歩�

だと思います。つまり、中�学校の先生とも同じ土�

俵の上で話ができるという�ことです。�

　�「題材の中で栄養素のよ�うに働いて、�題材自体が�

おい�し�い料理のように提供される�ように�し�てくだ�

さい」という教科調査官の�話を聞いたことがあり�

ますが、いろいろな栄養素�が入るように、年間計�

画というか、同じものばか�り食べないような工夫�

が必要だなということを、�そのお話を聞きながら�

思ったり�し�ま�し�た。�

　それから、�私も、�平田先生と同じように、�「感性�

を働かせながら」という一�文が入ったことに注目�

し�ています。ただ、感性と�いうのはわかるようで�

わかりづらい言葉だと思っ�ていますので、その辺�

をこれから教えていただき�たいと思っているとこ�

ろです。�

■　�新学習指導要領への期待�
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それを見にきた保護者か�ら、�「先生、�これはよく考�

えたわね」と励ま�し�ていただきま�し�た。�

　そういう直接のやり取�りもありますが、専科で�

すので、保護者の方々の�反応というのは、子ども�

を通�し�て知るんですが、子ども�が持ってくる材料�

などを見ても、非常に協�力�し�ていただいているな�

ということを感じます。�

藤澤�　今、お三方から非常にリ�アリティーに富ん�

だお話をいただきま�し�たが、そういう熱い思�いと�

か熱い実践を、今回の学�習指導要領はうまくフォ�

ロー�し�ているのだろうかという�ことで、新学習指�

導要領を読んだ印象、あ�るいはわかりにくかった�

ところなどをお話�し�ていただきたいと思いま�す。�

本間�　第一印象と�し�ては、大枠の理念は変わ�らな�

いのだ、ということが伝�わってきま�し�た。�

　内容と�し�ては、目標が整理されて、�わかりやす�

くなったなという感じが�し�ます。�

　まず、材料・領域面が�（1）�（2）�にまとめられ、そ�

れをさらに�（ア）�（イ）�（ウ）�というように、非常にわ�

かりやすい形でまとめら�れていると思います。�し�

かも、�「造形遊び」�が、今回、正式な領域名と�し�て�

「Ａ表現」のところで明�示されていることが印象�

に残りま�し�た。�

　また、中学校の改訂さ�れた学習指導要領も読ん�

だのですが、内容が整備�されたことによって、中�

学校との連携がうまく図�られているなと思います。�

　それから、行動的な面�とか技術的な面が非常に�

整理されていて、�「第３　指導計画の作�成と内容の�

取扱い」のところで、低�・中・高学年でそれぞれ�

扱う材料や用具について�明示されたということも�

印象に残ったところです�。�

　今回、新たに示された�釘、金づち、針金という�

と気になるんですが、�

先生方はいかがで�し�ょ�

うか。�

本間�　�（ア）�と�（イ）�が発�

想で、�（ウ）�が技術です�

よね。そ�し�て、どちら�

かというと、�（ア）�がス�

ター�ト�の発想で、�（イ）�

というのはプロセスと�

いうように分けているのかと�思えるんですが。�

平田�　でも、また途中で�（ア）�に行ったりすること�

もあると思うのですが。�

坂本�　必ず�し�も全員が�（ア）�の段階にいるというこ�

とを言われてはいないと思う�んです。�

平田�　この�（ア）�、�（イ）�、�（ウ）�というのは、�「子ども�

がこういうことを�し�ていること」というこ�とを言�

いたいのだと思うんです。�

　だから、そういうような題�材をちゃんとつくっ�

ていけるかということを、私�たちは考えていかな�

ければならないのではないか�と思います。�

　�「共通事項」�というのは、より自分の感性�とかに�

近づいたことを言っているの�で、評価を超えたよ�

う�な、�「造�形�教�育�の�中�で�一�番�大�事�に�し�て�い�る�こ�と�

を、授業をするに当たって�し�っかり見なさいよ」�

と言っているように思います�。�

　どう�し�ても評価みたいなことがか�らんでくるの�

で、�「Ａ表現」�、�「Ｂ鑑賞」�のところは、�（ア）�、�（イ）�、�

（ウ）�とか�（ア）�、�（イ）�とかに分けて、それが�行った�

り来たりということはあると�思うんですか、わか�

りやすくこのように細分化さ�れたのかなという感�

じ�が�し�ています。�

本間�　たぶん、この「共通事�項」というのは、学�

力論というか、�「図工や美術でどんな力が身�につい�

たか」というときに、題材を�終えたときにすぐに�

は出てこなくても、６年間の�スパンとか、中学校�

にもこの「共通事項」は入っ�てきているので、９�

年間の図工と美術の授業を通�し�て見たときに、子�

どもたちにはこういうことが�身についていくんで�

すよ、と言えるためにもある�と思うんです。です�

から、これをもっと大きなス�パンで「この教科を�

通�し�て身につく力」というよ�うにとらえたほうが�

いいのかなと思うんです。�

藤澤�　なるほど。そうすると�、小学校と中学校が�

藤澤英昭先生� 本間基史先生�



ますよね。�

平田�　そんな感�じ�ですよね。�

藤澤�　ところで、�「Ｂ鑑賞」�のほうで気がついたこ�

とはいかがで�し�ょうか。�

本間�　�「第３　指導計画の作成�と内容の取扱い」�の�

２の�（5）�ところで、今までは�「美術館を利用」�だっ�

たのが、�「連携」�という言葉も入ったと�いうことで�

すね。�

　�「利用」�というと、ただ美術館に行く�だけという�

感�じ�だったんですが、�「連携」�というのは、もっと�

幅広い、�「地域との連携」�とか�「�社会との連携」�と�

いう感�じ�で、美術館とも連携を図って�いきま�し�ょ�

うということで、これは�大切な言葉だと思ってい�

ます。�

完全に接続�し�ていて、�

「共通事項」は同じよ�

うな軸で見ていくとい�

うときに、９年間の子�

どもの育ちがこれで見�

えるで�し�ょう、という�

ことですね。そうする�

と、これはすごい大見�

えを切ったことになり�
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坂本�　そうですね。�「連携」�というと、そこに関係�

する人たちと教員がつなが�るというイメージが持�

てますね。�「利用」�だと、施設を使うだけ�という感�

じ�が�し�ますよね。�

藤澤�　美術館のほうでも、教育・�普及を専門とす�

る学芸員さんも育ってきて�いますよね。�

　こういう方向を打ち出�し�て10数年たつんですが、�

今までの美術館というのは�、かみ砕いてありがた�

い絵を見せてやる、という�ような姿勢だったんで�

すが、美術館のほうも、子�どもの実態とか小学校�

の学習指導要領も読んだ上�で対応�し�ようという姿�

勢に変わってきたと思いま�す。�

　そういう中から、�「連携」�ということが可能にな�

る下地ができてきたのかと�いう気が�し�ますね。�

　ただ、私の感じと�し�ては、この「Ｂ鑑賞」と�い�

うのは「造形体験」と言っ�たほうが通りがいいよ�

うな内容だと思うんです。�

　子どもは、人と出会う、�作品に出会う、材料に�

出会う、ということすべて�が「造形の体験」なわ�

けですが、今までは作品に�出会うことだけを取り�

出�し�ていたと思うんです。�

　�し�か�し�、いろんな出会いを�し�ながら子どもは伸�

びていくわけだから、その�ト�ータルのものを言葉�

上では「鑑賞」と言おう、�ということになったわ�

けで、領域名と�し�ては仕方がないかも�し�れません�

が、理解と�し�ては、�「造形体験」�と�し�たほうがいい�

ん�じ�ゃないかという気がするんで�すが。�

坂本�　そうですね。人が絵をかい�たり、ものをつ�

くったり�し�ているところを子どもに見せ�るのはと�

てもおも�し�ろいと思っています。�

　でき上がったものだけを�見ると、どのように�し�

てでき上がってきたのかと�いうプロセスでの苦労�

とか、どんな道具を使った�のかということがわか�

らなくて、結果だけがそこ�にあるわけですが、子�
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てみたんですが、でた�

らめに拾ってきている�

のではなくて、好みの�

石というものがあるこ�

とがわかったんです。�

滑らかな形で、寒色系�

の石が多く、並べてみ�

ると、きれいだなと思�

うようになったんです。�

そういうときにも、今の「鑑�賞」の力というもの�

が働いていたのかなと、今お�話を伺っているうち�

にそう思いま�し�た。�

藤澤�　だから、そういうふう�に考えると、確かに、�

学習指導要領の書き方と�し�ては「造形遊び」とい�

うものがあり、�「絵や立体」�というものがあるんで�

すが、子どもの活動が、今の�は「Ｂ鑑賞」だねと�

か、�「Ａ表現」�だよね、ということはなくて�、その�

辺は一体になって動いていま�すよね。�

　ですから、学習指導要領の�主旨をよく理解�し�た�

上で、一度これらを完全に溶�か�し�込んで�し�まった�

ほうがいいと思うんです。�

　今までのお話を聞いている�と、一生懸命やろう�

という先生方にとっては、今�回の学習指導要領は�

少なくともブ�レ�ーキにはなっていない�し�、発進す�

る勇気を与えてくれるような�ものになっていると�

思います。�

　それでは、今までの学習指�導要領ではできなか�

ったけれども、今度の学習指�導要領では、こんな�

ことができるかな、というこ�とで、何かおも�し�ろ�

いこと、魅力的なことを実践�し�ようとお考えで�し�

たら、ご紹介�し�ていただきたいと思います�。�

平田�　美術館の話が今出ま�し�たが、墨田区は東京�

都現代美術館が近いので、そ�こに年１回連れてい�

っています。�

　前任校では６年生を連れて�いったんですが、今�

度は４年生に�し�たんです。�

　そうすると、美術館そのも�のが全く初めての子�

どもも多かったので、少�し�モチベーションを上げ�

るために、学芸員の方と相談�を�し�て、ある絵につ�

いて感�じ�たことを手紙の形に�し�て、それを授業の�

中�で�読�ん�で�聞�か�せ�て、�「ど�ん�な�絵�が�あ�る�ん�だ�ろ�う�

ね」�、�「こんな絵があるかも�し�れない」ということ�

で、子どもたちにそれを想像�し�てかかせたんです。�

［事前授業での手紙］�
こんな絵あったよ！カー�ド�
４年１組のみんなへ�

　�そ�の�「�１枚�の�絵」�は�、深�い�海�の�底？　宇宙？　�そ�れ�と�も�夜�
空？　何�だ�か�不思議�な�と�こ�ろ�に�入�り�込�ん�だ�よ�う�で�し�た�。�
　�な�ぜ�か�と�い�う�と�、�黒�な�の�か�青�な�の�か�？　�こ�ん�な�色�な�の�か�？　�
う�～�ん�…、�こ�と�ば�で�は�う�ま�く�言�え�な�い�で�す�が�、�全体�に�暗�い�感�じ�が�
し�て�い�ま�す�。�そ�こ�に�は�何�か�が�右か�ら�左�へ�ヒ�ュ�ウ�～�～�！　�ド�ス�
ン�！　�と�飛ん�で�い�っ�た�よ�う�に�も�見�え�ま�す�。白�や�黄色�な�ど�さ�ま�ざ�
ま�な�明�る�い�光�の�線�が�飛び散�っ�て�、�右�が�わ�に�は�大�き�な�水�け�む�り�の�
よ�う�な�も�の�？�も�見�え�ま�す�。�

平田先生�よ�り�

　私の学校は新宿にあっ�て、東京オペラシティの�

アー�ト�ギャラリーが近いんです�。校内展を前回や�

ったとき、そこのキュ�レ�ーターの方に校内展に来�

てもらって、子どもの作�品でキュ�レ�ーションを�し�

ていただいたことがある�んです。�

　このように、ただ行く�だけでなく、そういう美�

術館の学芸員の方と連携�を図りながらいろんな活�

動を�し�たりすることも、図工・�美術を広めていく�

ために大切なことだと思�っています。�

どもにもその過程を見せる�ことで、自分の身近に�

感�じ�られるようになるんじゃない�かと思っていま�

す。�

本間�　私は昨年度から低学年を持�ったんですが、�

１年生なんかが、材料集め�で校庭の葉っぱを集め�

ることにすると、本当に真�剣に集めるんですね。�

そ�し�て、�ただ単に色や形で探すのでは�なく、�「この�

葉っぱのこの部分の色がい�いんだよね」�とか、�「先�

生、これはいい赤で�し�ょう？」�とか、�「この葉っぱ�

はいい形で�し�ょう？」というように、低�学年でも�

すごく材料にこだわってい�るんですよ。�

　これは、つまり、ここで�いう「鑑賞」であって、�

子どもの中にはそういうも�のが自然にあって、子�

どもの言葉で物事のとらえ�方とか見方というのは、�

そういう活動をすることに�よって自然に出てくる�

んだなということを感じま�し�た。�

坂本�　自分の子どもの話で恐縮で�すが、５年生の�

息子は、小さいころから石�を拾ってくるのが趣味�

で、洗濯をするとズボンの�中から石がいろいろ出�

てくるんです。�

　それがまだ止まらないの�で、箱に詰めて、並べ�

平田耕介先生� 坂本 晶先生�

●平田先生の実践：「こんな絵あったよ」（４年）�●本間先生の実践：「秋を見つけて」（１年、落ち葉拾いの活動から）�

［手紙を読んでイメージしてかいた作品］�



などについて、お気づきの�点があればお話いただ�

きたいと思います。�

本間�　先を考えると、�「共通事項」�じ�ゃないんです�

が、この図画工作・美術を�通�し�て自分を表現でき�

るんだ、ということが大事�だと思います。つまり、�

作品を通�し�て、一人一人の子ども�が見えてくると�

いうような実践が大切だと�思います。�

　そうすると、そのことに�よって、保護者の方も�

自分の子どもの姿が作品を�通�し�て見えてきます�し�、�

その子ら�し�さが出るということが�一番大事だと思�

います。そのためには、自�分の感覚とか自分ら�し�

さが出るような題材や実践�、授業の組み立てとい�

うものを大切に�し�ていかなければならな�いと思っ�

ています。�

　私は昨年、学校を異動�し�たんですが、最初のう�

ちは子どもの名前と作品が�一致�し�ないことが多か�

ったんです。そこで、学期�末に、その子が座って�

いる机の上にその子がつく�った作品を全部並べて�

みたんです。そうすると、�その子ら�し�さというの�

が、平面であれ立体であれ�、また、色の特徴とか�

タッチとか、一人一人が見�えてきま�し�た。ですか�

ら、そういう実践ができる�ように�し�ていかなけれ�

ばならないと思いま�し�た。�

平田�　いろいろな題材を子どもた�ちと一緒に体験�

し�ていくということがまず�一つあります。�

　それから、作品を全部掲�示�し�たいと思います。�

というのは、子どもによっ�ては、同�じ�題材の中で�

も感�じ�方が違うと、こっちの意図�と違う表現が出�

る場合がありますよね。�

　そういうときに、授業を�やっているときには、�

「この子はどこまで行って�し�まったのか」という�

ことで、�「どう�し�ようか」�と考えることもあるん�で�

すが、日を改めて全員の作�品を張ってみると、全�

部が一つの授業の作品とい�う感�じ�になっているん�

ですね。�

　そこで、�「何だ、この絵は」�ということで批判が�

出たり�し�たときに、�「授業の中で、�この題材では色�

や形をどう考えているかと�いうところに重きを置�

いていたので、今回はこう�いう作品で�し�たが、そ�

れを張りま�し�た」というように説明�し�ます。�

　また、その絵だけを見て�その子どもを評価する�

のではなく、いろいろな題�材をやることによって、�

子どもは違う表現をするこ�ともあるので、こちら�
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と�し�ては、ス�ト�ライクゾーンを広く�し�て、授業の�

計画を立てていかなければな�らないと思います。�

　そうすることによって、�「題材主義」�であるとか�

「作品主義」であることにま�だ固執�し�ている人た�

ちにも、�「そういうことではないんで�すよ」�と言え�

るのではないかと考えていま�す。�

藤澤�　平田先生のようにス�ト�ライクゾーンを結構�

広く持っている先生でも、実�際の授業の中では、�

「この子はどこまで行って�し�まったのか」という�

ふうになることもあるんです�よね。�

　子どものエネルギーという�か、子どもは「走り�

ながら」つくっていますから�、とんでもない方向�

に走っていって、こちらが受�けそこなうこともあ�

るん�じ�ゃないかと思うんです。�

　だから、ス�ト�ライクゾーンの狭い先生だ�と、そ�

ういう子どもがみんな落ちて�し�まうわけですが、�

平田先生でもそういう感じを�持つことがあるとい�

うのは、とてもおも�し�ろいですね。�

坂本�　その子ら�し�さとか、ス�ト�ライクゾーンの広�

い題材というお話がありま�し�たが、私も、幅広い�

題材を選ぶことが非常に大事�だと思っています。�

　子どもというのは感じ方が�それぞれ違います�し�、�

つくるプロセスも、いろいろ�考えてからつくる子�

もいれば、つくりながら考え�て、途中でも平気で�

それを壊�し�て�し�まう子もいます。�

　ですから、そういういろい�ろな子どもが楽�し�め�

るような題材を考えていく必�要があると思います。�

　それから、プロセスと作品�をセッ�ト�で見ようと�

し�て、記録を取ったりするこ�とに夢中になりがち�

だったんですが、そうではな�く、もっと近づいて�

い�っ�て、�「ど�ん�な�こ�と�を�思�っ�て、こ�の�色�に�し�た�

の？」とか、その子の思いを�くみ取りながら、発�

想をお互いに広げていくこと�も大事なのかなとい�

うことを、今とても感じてい�ます。�

藤澤�　いずれに�し�ても、造形教育というも�のは、�

資質や能力の中では根幹にな�るようなもので、ち�

ょ�っ�と�お�お�げ�さ�に�言�う�と、�「国�の�あ�り�よ�う�を�決�め�

る」という感�じ�も�し�ています。これは、身�びいき�

で言っているのではなく、図�画工作・美術に関わ�

る先生方の責任は非常に重い�と考えています。�

　ある意味で期待が非常に大�きいという感�じ�が�し�

ていますので、ぜひ頑張って�いただきたいと思い�

ます。本日はどうもありがと�うございま�し�た。�

　美術館に行く前に、み�んなの絵を全部はって見�

てると、�「同�じ�手紙なのに、�かいているものが全然�

違う」ということがわか�って、いろいろな考え方�

があるんだなということ�を感�じ�てから、美術館に�

行ったわけです。�

　それで、�藤澤先生が今おっ�し�ゃったように、�「鑑�

賞」というのは、見るこ�とだけでなく、感じたり�

見たり�し�たことで自分でつくり変えら�れるという�

こと、自分が�し�ゃべってみることで気�がつくとい�

うことが、�「鑑賞」�につながるのかなというふ�うに�

思いま�し�た。�

藤澤�　私が気になっていたこと�で、平田先生から�

いいヒン�ト�を今いただきま�し�た。�

　確かに、思考力、表現�力、判断力というものが�

「生きる力」のコアにな�る力だというわけですが、�

当然、思考力というもの�が深まったり広がったり�

するときには、どう�し�ても言語的なことを媒�介に�

するわけだから、�し�ゃべったり書いたりとい�う行�

為が出てくるわけですよ�ね。�

　ただ感�じ�ればいいということも成り�立つかも�し�

れませんが、そうではな�く、それの深まりという�

のは、自分で一度�し�ゃべって、自分の考え方�を外�

に出�し�てみて、もう一度自分の�中に入れてみて、�

というキャッチボールの�中で深まっていくわけで�

すね。�

　ですから、言語化する�という行為をどのように�

考えたらいいのかと思っ�ていたんですが、今の実�

践は非常におも�し�ろいなと感�じ�ま�し�た。�

本間�　これは前任校での話です�が、東京オペラシ�

ティで、現代美術の抽象�作品の展覧会があったと�

きに、キュ�レ�ーターの方々とボランテ�ィアの方々�

が、子どもたちを少人数�のグループに分けて連れ�

て歩いてくださったんで�す。�

　青い四角がたくさん並ん�でいるような作品を見�

て、お互いに感想を話�し�合ったのですが、ある�子�

どもは�「水の中で温かい感じが�し�た」�とか、�「冷た�

く、寂�し�い感�じ�がする」というように、�お互いに�

語り合うことで、いろいろ�な見方ができるんだと�

いうことを、子どもたち同�士で感�じ�ることができ�

たわけです。�

　ですから、お互いに語る�ことによって、とらえ�

方の違いというものを、自�然な形で学ぶことがで�

きたわけです。一方的にこ�うだというのではなく、�

人によってもののとらえ方�はそれぞれ違うんだと�

いうことは、�「鑑賞」�の授業の中では大事なこと�だ�

と思っています。�

藤澤�　美術館の連携ということで�いえば、お二人�

の先生方のように、恵まれ�た環境の中にない学校�

がたくさんありますよね。�

　�し�か�し�、�「美術館など」�となっていて、資料館�は�

もちろん、農業の人たちが�農閑期にお祭用のいろ�

いろなものをつくるとか、�いろいろなことが含ま�

れているわけですよね。だ�から、それぞれの地域�

でいろいろな生か�し�方があると思うんです。�

藤澤�　ところで、学習指導要領は�10年ごとに慣例�

と�し�て�書�き�か�え�ら�れ�て�い�る�わ�け�で�す�が、�「共�通�事�

項」というものを、小学校�も中学校も、本当の意�

味での図画工作・美術で担�う資質や能力の骨格な�

のだということを打ち出�し�たわけです。�

　ただ、そこで培われた力�が、社会全体にも了解�

されるということに向けて�、これから10年間、実�

践を積み上げていかなけれ�ばならないという気が�

し�ています。そこで、今後�の積み上げというか、�

「共通事項」をどんな形で�見ていくかということ�

●坂本先生の実践：「流木による立体造形」(６年)
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　今回告示された学習指�導要領「美術」を見て、�

最初に言えることは、内�容的には大きく変わって�

いないということである�。�

　全体の構成も�「第１　目標」�「第２　各学年の目�

標及び内容」の順に示さ�れ、３年間の学習全体を�

通�じ�て達成する目標と、各学年�の目標及び内容で�

構成されている。各学年�の目標及び内容は、今回�

も第１学年と第２・３学�年との二つに分けて示さ�

れており、それぞれ�「１　目標」�「２　内容　Ａ表�

現・Ｂ鑑賞」から成って�いる。�

　まず、この前提に立っ�て、改訂されている点を�

あげ、これからの時代に�求められている美術学習�

の流れを考えてみたい。�

　第１の変更点は、内容�に関する文言上の示�し�方�

がこれまでとは異なった�ことである。この示�し�方�

の変化というのは、表現�活動及び鑑賞活動におい�

て、どのような種類の学�習活動であっても共通に�

必要となる能力を〔共通�事項〕と�し�てまとめて示�

すようになったことで、�このことが今回の改訂に�

おける最も大きな変更点�である。�

　第２の変更点は、これ�までは第２・３学年のみ�

に示されていた我が国の�美術文化に関する鑑賞指�

導を第１学年においても�指導するように�し�て充実�

を図ったことである。�

　まずはこの２点を主な�変更点と�し�て押さえた上�

で、細かな変更点をあげ�ながら学習指導要領で求�

められている美術教育の�方向を探ってみたい。�

　教科全体の目標の中に�「美術文化についての理�

解を深め」�の文言が入り、第１学年の目�標にも�「美�

い」の中で、道徳教育の目標�に基づき、道徳の時�

間などとの関連を考慮�し�ながら、美術科の特質に�

応�じ�て適切な指導をするよう�、新たに示されてい�

る。�

（5）�言語能力の育成を重�視�し�た流れ�

　この流れも道徳教育と同様�、教科を超えた全体�

の流れから波及�し�たものである。�

　言うまでもなく、我々の思�考は言語を通�し�て行�

われることが多い。形や色、�音、臭い、味などは�

言語を介さず、感じることも�あるが、そのいわば�

直感的認知も最終的には言語�で整理�し�て表現�し�、�

記憶することが多いため、言�語能力を高めること�

はすべての教科学習の基本だ�と言える。�

　美術の学習でも、例えば鑑�賞の活動で作品のど�

こによさや美�し�さを感�じ�たのか、どのように感じ�

たのかなどは、言語で整理す�ることによって広が�

り、深まるものである。今回�の改訂の中では、伝�

えたい内容についてわかりや�すさや美�し�さを考え�

る活動、作品に対する思いや�考えを説明�し�たり批�

評�し�合ったりする活動などが�重視されている。�

　今回の改訂を受けて、美術�教育の近未来を展望�

すると、学習の目標や内容以�上に教育体制に不安�

を感�じ�る。その大きな要因は、選択�教科がなくな�

ったことである。選択がなく�なっても、必修授業�

の時数が増えた教科は多いが�、�美術と音楽、�技術・�

家庭の３教科はこれまでと変�わらなかった。この�

ことで、選択がなくなったぶ�んだけ美術の時間が�

減少�し�、今後、美術の授業が非常勤�の講師によっ�

て行われる学校が増えること�になると予測できる。�

　学校に専任の美術教師がい�ないことは、行事や�

校内の美術的環境づくりの面�などで大きなマイナ�

スになることは明らかである�。学校の美術的な文�

化の低下は避けられないので�はないだろうか。�

　今回の改訂で包括的に整理�された美術によって�

育てるべき資質や能力を確実�に伸ば�し�、身に付け�

るためには、日々の授業や美�術的な活動の工夫・�

改善が今まで以上に重要とな�ってくる。今後は、�

美術館や博物館、地域の人々�などと一層連携を強�

く�し�て美術教育の必要性を広�くア�ピ�ール�し�ていか�

なければならない。�

（ながせき　かずお）�

（1）�主体的な活動への�流れ�

　第�１�学�年�の�目�標�の�中�で、�「深�く�観�察�す�る�力、感�

性」�が�「�見つめ感�じ�取る力」�に、また、�「多様な表�

現方法や造形要素に関心を�もち」が「形や色彩な�

どによる表現の…意図に応じ�て」に変更されてい�

る。また、�「Ａ表現」の中でも、�「主題を発想�し�」�

が「主題を生み出す」と、�より主体的に学習にか�

かわるような方向性が示さ�れている。�

（2）�柔軟な表現方法へ�の流れ�

　表現に関する記述も、こ�れまで「次のことがで�

きるよう指導する」と�し�て具体的に示されてい�た�

「身近なものを観察�し�」�「スケッチをする」�「絵や�

イラス�ト�レ�ーション、彫刻など」�が、�「次の事項を�

指導する」と大づかみに記�述され、表現の学習で�

扱わなければならない技法�などが柔軟に選択でき�

るようになった。�

　また、表現の学習を通�し�て発想や構想に関する�

学習が重視され、�「他者の立場に立って、�伝えたい�

内容について分かりやすさ�や美�し�さなどを考え、�

表現の構想を練ること」が�新たに示されるなど、�

自らの発想や構想を基に柔�軟に表現できるように�

なった。�

（3）�鑑賞学習重視の流�れ�

　この流れは美術だけのも�のではなく、学習指導�

要領全体を通�し�て我が国の伝統文化を理�解�し�、大�

切にするもので、今改訂の�柱の一つである。�

　美術の学年を超えた�「�第１　目標」�の中には�「美�

術文化についての理解を深�め」という文言が示さ�

れたのをは�じ�め、これまでは第２・３学�年に示さ�

れていた「日本及び諸外国�の美術の文化遺産など�

を鑑賞�し�」といった内容を第１学�年にもはっきり�

と示�し�、�「そのよさや美�し�さなどを感�じ�取り、�美術�

文化に対する関心を高める�こと」と�し�ている。�

　また、鑑賞の中でも主体�的な活動を重視�し�、作�

品に対する思いや考えを説�明�し�て批評�し�合う活動�

を重視�し�、各学年とも適切かつ十�分な授業時数を�

「確保」するよう示されて�いる。�

（4）�道徳の時間などと�の関連を図る流れ�

　道徳を教科の一つとする�案は、中央教育審議会�

において最後まで論議され�たこともあり、今回の�

改訂においては、美術に限�らず、すべての教科の�

中で道徳との関連を図るこ�とが求められている。�

　美術では「第３　指導計�画の作成と内容の取扱�

術文化に対する関心を高め�」の文言が入った。�

　第１学年の目標の中で、�これまでは「深く観察�

する力、感性」�が�「�見つめ感�じ�取る力」�に、�「基礎�

的技能」が「形や色彩など�による表現の技能」に、�

「多様な表現方法や造形要�素に関心をもち」�が�「意�

図�に�応�じ�て」に、�「感�じ�取�る�鑑�賞」が「味�わ�う�鑑�

賞」になるなど、それぞれ�表現が平易で親�し�みや�

すくなった。�

　各学年の�「�Ａ表現」�においては、これまでは�「次�

のことができるよう指導す�る」と�し�てスケッチ、�

絵やイラス�ト�レ�ーション、彫刻など具体�的な表現�

方法があげられていたが、�「発想や構想に関する�次�

の事項を指導する」�「技能に関する次の事�項を指導�

する」と、表現から「でき�るように」の文字が消�

え、軟らかくなった。�

Ｂ鑑賞」においても、�「次のことができるよ�「� う�

指導する」が「次の事項を�指導する」に改められ�

るとともに、�「作品などに対する思いや考�えを説明�

し�合うなど�し�て、対象の見方や感じ方を�広げる」�

など、より主体的な鑑賞学�習が求められている。�

　今回から示された〔共通�事項〕は、全学年の表�

現と鑑賞の指導を通�し�て、�「形や色彩、�材料、�光な�

どの性質や、それらがもた�らす感情を理解するこ�

と」�「形や色彩の特徴などを基�に、�対象のイメージ�

をとらえること」と、美術�のどのような学習にお�

いても必要となる能力を示�し�ている。�

　美術の学習指導要領を読�み込むにあたって、そ�

れが学習指導要領全体の流�れの中で示されている�

ことを常に意識する必要が�ある。�

　また、学校教育自体がど�のような流れに変わろ�

うと�し�ているのかを�し�っかりと押さえた上で、�ど�

ういった美術指導が求めら�れているかを読み取る�

必要がある。�

2．�中学校�「美術」�の主な変更点�

1．は�じ�めに�

3．細かな変�更のポ�イ�ン�ト�

特　�集�だか�ら�、造形教育�

学習指導要領�・�中学校�「美術」�改訂告示�を�受�け�て�

東京都町田市立町田�第三中学校　�永関　�和雄�

4．�こ�れか�ら�の美術指導に求め�ら�れ�る�こ�と�

5．美�術教育の展望�

第3回　新学習指導要�領を読む　�―　�Part１�
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■小学校学習指導要領　第2章　第7節　図画工作�〈平成20年３月28日告�示〉�

第１　�目　標�
　表現及び鑑賞の活動を通�し�て、�感性を働かせながら、�つくりだす喜びを味わうようにするとともに、�造形的な創造活動の基礎的�
な能力を培い、豊かな情操を養う。�

第２　�各学年の目標及び�内容�

［第１学年及�び第２学年］� ［第３学年及び第�４学年］�

（1）�　�進んで表�し�たり見たりする態度を育てるとともに、�

つくりだす喜びを味わうようにする。�

（2）�　�造形活動を楽�し�み、豊かな発想をするなど�し�て、体�

全体の感覚や技能などを働かせるように�する。�

（3）�　�身の回りの作品などから、面白さや楽�し�さを感�じ�取�

るようにする。�

　�

（1）�　�進んで表現�し�たり鑑賞�し�たりする態度を育てるとと�

もに、つくりだす喜びを味わうようにす�る。�

（2）�　�材料などから豊かな発想を�し�、手や体全体を十分に�

働かせ、表�し�方を工夫�し�、造形的な能力を伸ばすよう�

にする。�

（3）�　�身近にある作品などから、よさや面白さ�を感�じ�取る�

ようにする。�

［第５学年及び�第６学年］�

（1）�　�創造的に表現�し�たり鑑賞�し�たりする態度を育てると�

ともに、つくりだす喜びを味わうように�する。�

（�2）�　�材�料�な�ど�の�特�徴�を�と�ら�え、想�像�力�を�働�か�せ�て�発�想�

し�、主題の表�し�方を構想するとともに、様々な表�し�方�

を工夫�し�、造形的な能力を高めるようにする。�

（3）�　�親�し�みのある作品などから、よさや美�し�さを感�じ�取�

るとともに、それらを大切にするように�する。�

（1）�　�材料を基に造形遊びをする活動を通�し�て、次の事項�

を指導する。�

（�1）�　�材�料�や�場�所�な�ど�を�基�に�造�形�遊�び�を�す�る�活�動�を�通し�

て、次の事項を指導する。�

（1）�　�材料や場所などの特徴を基に造形遊びを�する活動を�

通�し�て、次の事項を指導する。�

ア　身近な自然物や人工の材料の形や色�などを基に思い�

付いてつくること。�

イ　感覚や気持ちを生か�し�ながら楽�し�くつくること。�

ウ　並べたり、つないだり、積んだりす�るなど体全体を�

働かせてつくること。�

　�

　�

ア　身近な材料や場所などを基に発想�し�てつくること。�

イ　新�し�い形をつくるとともに、その形から発想�し�たり�

みんなで話�し�合って考えたり�し�ながらつくること。�

ウ　前学年までの材料や用具についての�経験を生か�し�、�

組み合わせたり、切ってつないだり、形�を変えたりす�

るなど�し�てつくること。�

　�

ア　材料や場所などの特徴を基に発想�し�想像力を働かせ�

てつくること。�

イ　材料や場所などに進んでかかわり合�い、それらを基�

に構成�し�たり周囲の様子を考え合わせたり�し�ながらつ�

くること。�

ウ　前学年までの材料や用具などについ�ての経験や技能�

を総合的に生か�し�てつくること。�

（2）�　�感�じ�たことや想像�し�たことを絵や立体、工作に表す�

活動を通�し�て、次の事項を指導する。�

　�

（2）�　�感�じ�たこと、想像�し�たこと、見たことを絵や立体、�

工作に表す活動を通�し�て、次の事項を指導する。�

　�

（2）�　�感�じ�たこと、想像�し�たこと、見たこと、伝え合いた�

いことを絵や立体、工作に表す活動を通�し�て、次の事�

項を指導する。�

ア　感�じ�たことや想像�し�たことから、表�し�たいことを見�

付けて表すこと。�

イ　好きな色を選んだり、いろいろな形�をつくって楽�し�

んだり�し�ながら表すこと。�

ウ　身近な材料や扱いやすい用具を手を�働かせて使うと�

ともに、表�し�方を考えて表すこと。�

　�

ア　感�じ�たこと、想像�し�たこと、見たことから、表�し�た�

いことを見付けて表すこと。�

イ　表�し�たいことや用途などを考えながら、形や�色、材�

料などを生か�し�、計画を立てるなど�し�て表すこと。�

ウ　表�し�たいことに合わせて、材料や用具の特徴�を生か�

し�て使うとともに、表�し�方を考えて表すこと。�

　�

ア　感�じ�たこと、想像�し�たこと、見たこと、伝え合いた�

いことから、表�し�たいことを見付けて表すこと。�

イ　形や色、材料の特徴や構成の美�し�さなどの感�じ�、用�

途などを考えながら、表�し�方を構想�し�て表すこと。�

ウ　表�し�たいことに合わせて、材料や用具の特徴�を生か�

し�て使うとともに、表現に適�し�た方法などを組み合わ�

せて表すこと。�

（1）�　�身の回りの作品などを鑑賞する活動を通�し�て、次の�

事項を指導する。�

（1）�　�身近にある作品などを鑑賞する活動を通�し�て、次の�

事項を指導する。�

（1）�　�親�し�みのある作品などを鑑賞する活動を通�し�て、次�

の事項を指導する。�

ア　自�分�た�ち�の�作�品�や�身�近�な�材�料�な�ど�を�楽し�く�見�る�こ�

と。�

イ　感�じ�たことを話�し�たり、友人の話を聞いたりするな�

ど�し�て、形や色、表�し�方の面白さ、材料の感�じ�などに�

気付くこと。�

　�

ア　自分たちの作品や身近な美術作品や�製作の過程など�

を鑑賞�し�て、よさや面白さを感�じ�取ること。�

イ　感�じ�た�こ�と�や�思�っ�た�こ�と�を�話�し�た�り、友�人�と�話�し�

合ったりするなど�し�て、いろいろな表�し�方や材料によ�

る感�じ�の違いなどが分かること。�

　�

ア　自分たちの作品、我が国や諸外国の�親�し�みのある美�

術作品、暮ら�し�の中の作品などを鑑賞�し�て、よさや美�

し�さを感�じ�取ること。�

イ　感�じ�た�こ�と�や�思�っ�た�こ�と�を�話�し�た�り、友�人�と�話�し�

合ったりするなど�し�て、表�し�方の変化、表現の意図や�

特徴などをとらえること。�

（1）�「�Ａ表現」�及び�「�Ｂ鑑賞」�の指導を通�し�て、次の事項�

を指導する。�

ア　自分の感覚や活動を通�し�て、形や色などをとらえる�

こと。�

イ　形や色などを基に、自分のイメージ�をもつこと。�

　�

ア　自分の感覚や活動を通�し�て、形や色、組合せなどの�

感�じ�をとらえること。�

イ　形や色などの感�じ�を基に、自分のイメージをもつこ�

と。�

ア　自分の感覚や活動を通�し�て、形や色、動きや奥行き�

などの造形的な特徴をとらえること。�

イ　形や色などの造形的な特徴を基に、�自分のイメージ�

をもつこと。�

（1）�「�Ａ表現」�及び�「�Ｂ鑑賞」�の指導を通�し�て、次の事項�

を指導する。�

（1）�「�Ａ表現」�及び�「�Ｂ鑑賞」�の指導を通�し�て、次の事項�

を指導する。�

１�
　�
目�
　�
標�

２�
　�
　�
内�
　�
　�
容�

Ａ�
　�
　�
表�
　�
　�
現�

Ｂ�
　�
鑑�
　�
賞�

共�
通�
事�
項�

第３　�指導計画の作成と�内容の取扱い�

１　指導計画の作成に当たっては、次の�事項に配慮するもの�
とする。�

（1）�　�第２の各学年の内容の［共通事項］は表�現及び鑑賞に関�
する能力を育成する上で共通に必要とな�るものであり、表�
現及び鑑賞の各活動において十分な指導�が行われるよう工�
夫すること。�

（2）�　�第２の各学年の内容の�「Ａ表現」�の�（2）�の指導に配当する�
授業時数については、工作に表すことの�内容に配当する授�
業時数が、絵や立体に表すことの内容に�配当する授業時数�
とおよそ等�し�くなるように計画すること。�

（3）�　�第２の各学年の内容の�「Ｂ鑑賞」�の指導については、�「Ａ�
表現」との関連を図るようにすること。�ただ�し�、指導の効�
果を高めるため必要がある場合には、児�童や学校の実態に�
応�じ�て、独立�し�て行うようにすること。�

（4）�　第２の各学年の内容の�「Ａ表現」�の指導については、適�
宜共同�し�てつくりだす活動を取り上げるようにす�ること。�

（�5）�　�低�学�年�に�お�い�て�は、生�活�科�な�ど�と�の�関�連�を�積�極�的�に�図�
り、指導の効果を高めるようにすること�。特に第１学年に�
おいては、幼稚園教育における表現に関�する内容などとの�
関連を考慮すること。�

（6）�　�第１章総則の第１の２及び第３章道徳の�第１に示す道徳�
教育の目標に基づき、道徳の時間などと�の関連を考慮�し�な�
がら、第３章道徳の第２に示す内容につ�いて、図画工作科�
の特質に応�じ�て適切な指導をすること。�

２　第２の内容の取扱いについては、次�の事項に配慮するも�
のとする。�

（1）�　�個々の児童が特性を生か�し�た活動ができるようにするた�
め、学習活動や表現方法などに幅をもた�せるようにするこ�
と。�

（2）�　�各学年の�「Ａ表現」�の�（2）�については、児童や学校の実態�
に応�じ�て、児童が工夫�し�て楽�し�める程度の版に表す経験や�
焼成する経験ができるようにすること。�

（3）�　�材料や用具については、次のとおり取り�扱うことと�し�、�
必要に応�じ�て、当該学年より前の学年において初歩�的な形�
で取り上げたり、その後の学年で繰り返�し�取り上げたりす�
ること。�
　ア　第１学年及び第２学年においては�、�土、�粘土、�木、�紙、�
ク�レ�ヨン、パス、はさみ、のり、簡単な小刀�類など身近�
で扱いやすいものを用いることと�し�、児童がこれらに十�
分に慣れることができるようにすること�。�

　イ　第３学年及び第４学年においては�、�木切れ、�板材、�釘、�
水彩絵の具、小刀、使いやすいのこぎり�、金づちなどを�
用いることと�し�、児童がこれらを適切に扱うことができ�
るようにすること。�

　ウ　第５学年及び第６学年においては�、針金、糸のごぎり�
などを用いることと�し�、児童が表現方法に応�じ�てこれら�
を活用できるようにすること。�

（4）�　�事故防止に留意すること。�
（5）�　�各学年の「Ｂ鑑賞」の指導に当たっては�、児童や学校の�
実態に応�じ�て、�地域の美術館などを利用�し�たり、�連携を図っ�
たりすること。�

３　校内の適切な場所に作品を展示する�など�し�、平素の学校�
生活においてそれを鑑賞できるよう配慮�するものとする。�
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■中学校学習指導要領　第2章　第6節　美術�〈平成20年３月28日告示〉�
第１　�目　標�
　表現及び鑑賞の幅広い活動を通�し�て、�美術の創造活動の喜びを味わい美術を愛好する心情を育てるとともに、�感性を豊かに�し�、�
美術の基礎的な能力を伸ば�し�、美術文化についての理解を深め、豊かな情操を養う。�

第２　�各学年の目標及び�内容�

［第１学年］�

（1）�　�楽�し�く美術の活動に取り組み美術を愛好する�心情を培い、心豊かな生活を創造�し�ていく意欲と態度を育てる。�
（2）�　�対象を見つめ感�じ�取る�力や想像力を高め、豊かに発想�し�構想する能力や形や色彩などによる表現の技能を身に�
付け、意図に応�じ�て創意工夫�し�美�し�く表現する能力を育てる。�

（3）�　�自然の造形や美術作品などについての基�礎的な理解や見方を広げ、�美術文化に対する関心を高め、�よさや美�し�さ�
などを味わう鑑賞の能力を育てる。�

１�
　�
目�
　�
標�

２�
　�
　�
内�
　�
　�
容�

Ａ�
　�
　�
表�
　�
　�
現�

Ｂ�
　�
鑑�
　�
賞�

共�
通�
事�
項�

［第２学年及び�第３学年］�

（1）�　�主体的に美術の活動に取り組み美術を愛�好する心情を深め、心豊かな生活を創造�し�ていく意欲と態度を高める。�
（2）�　�対象を深く見つめ感�じ�取る力や想像力を一層高め、独創的・総�合的な見方や考え方を培い、豊かに発想�し�構想する能力や�
自分の表現方法を創意工夫�し�、創造的に表現する能力を伸ばす。�

（3）�　�自然の造形、美術作品や文化遺産などに�ついての理解や見方を深め、心豊かに生�きることと美術とのかかわりに関心をも�
ち、よさや美�し�さなどを味わう鑑賞の能力を高める。�

（1）�　�感�じ�取ったことや考えたことなどを基に、�絵や彫刻などに表現する活動を通�し�て、�発想や構想に関する次の事項�
を指導する。�

（1）�　�感�じ�取ったことや考えたことなどを基に、絵�や彫刻などに表現する活動を通�し�て、発想や構想に関する次の事項を指導�す�
る。�

ア　対象を見つめ感�じ�取った形や色彩の特徴や美�し�さ、想像�し�たことなどを基に主題を生み出すこと。�
イ　主題などを基に、�全体と部分との関係などを考えて創造的�な構成を工夫�し�、�心豊かに表現する構想を練ること。�
　�

ア　対象を深く見つめ感�じ�取ったこと、考えたこと、夢、想像や感�情などの心の世界などを基に、主題を生�み出すこと。�
イ　主題などを基に想像力を働かせ、単�純化や省略、強調、材料の組合せなどを�考え、創造的な構成を工夫�し�、心豊かな表現�
の構想を練ること。�

（2）�　�伝える、�使うなどの目的や機能を考え、�デザインや工芸などに表現する活動を通�し�て、�発想や構想に関する次の�
事項を指導する。�

（2）�　�伝える、使うなどの目的や機能を考え、�デザインや工芸などに表現する活動を通�し�て、発想や構想に関する次の事項を指�
導する。�

ア　目的や条件などを基に、美的感覚を�働かせて、構成や装飾を考え、表現の構�想を練ること。�
イ　他者の立場に立って、伝えたい内容�について分かりやすさや美�し�さなどを考え、表現の構想を練ること。�
ウ　用途や機能、使用する者の気持ち、�材料などから美�し�さなどを考え、表現の構想を練ること。�

ア　目的や条件などを基に、美的感覚を�働かせて形や色彩、図柄、材料、光など�の組合せを簡潔に�し�たり総合化�し�たりするな�
ど�し�て構成や装飾を考え、表現の構想を練�ること。�
イ　伝えたい内容を多くの人々に伝える�ために、形や色彩などの効果を生か�し�て分かりやすさや美�し�さなどを考え、表現の構�
想を練ること。�
ウ　使用する者の気持ちや機能、夢や想�像、造形的な美�し�さなどを総合的に考え、表現の構想を練�ること。�

（3）�　�発想や構想を�し�たことなどを基に表現する活動を通�し�て、技能に関する次の事項を指導する。� （3）�　�発想や構想を�し�たことなどを基に表現する活動を通�し�て、技能に関する次の事項を指導する。�

ア�　�形�や�色�彩�な�ど�の�表�し方�を�身�に�付�け�、�意�図�に�応�じ�て�材�料�や�用�具�の�生�か�し方�な�ど�を�考�え�、�創�意�工�夫�して�表�現�す�る�こ�と�。�
イ�　�材�料�や�用�具�の�特�性�な�ど�か�ら�制�作�の�順�序�な�ど�を�考�え�な�が�ら�、�見�通�しを�も�っ�て�表�現�す�る�こ�と�。�

ア　材料や用具の特性を生か�し�、自分の表現意図に合う新たな表現方法�を工夫するなど�し�て創造的に表現すること。�
イ　材料や用具、表現方法の特性などか�ら制作の順序などを総合的に考えながら�、見通�し�をもって表現すること。�

（1）�　�美術作品などのよさや美�し�さを感�じ�取り味わう活動を通�し�て、鑑賞に関する次の事項を指導する。� （1）�　�美術作品などのよさや美�し�さを感�じ�取り味わう活動を通�し�て、鑑賞に関する次の事項を指導する。�

ア　造形的なよさや美�し�さ、�作者の心情や意図と表現の工夫、�美と機能性の調和、�生活における美術の働きなどを感�
じ�取り、作品などに対する思いや考えを説�明�し�合うなど�し�て、対象の見方や感�じ�方を広げること。�
イ　身近な地域や日本及び諸外国の美術�の文化遺産などを鑑賞�し�、�そのよさや美�し�さなどを感�じ�取り、�美術文化に対�
する関心を高めること。�
　�
　�
　�

ア　造形的なよさや美�し�さ、作者の心情や意図と創造的な表現の�工夫、目的や機能との調和のとれた洗練�された美�し�さなどを�
感�じ�取り見方を深め、作品などに対する自�分の価値意識をもって批評�し�合うなど�し�て、美意識を高め幅広く味わうこと。�

イ　美術作品などに取り入れられている�自然のよさや、自然や身近な環境の中に�見られる造形的な美�し�さなどを感�じ�取り、安�
らぎや自然との共生などの視点から、生�活を美�し�く豊かにする美術の働きについて理解す�ること。�
ウ　日本の美術の概括的な変遷や作品の�特質を調べたり、それらの作品を鑑賞�し�たり�し�て、日本の美術や伝統と文化に対する�
理解と愛情を深めるとともに、諸外国の�美術や文化との相違と共通性に気付き、�それぞれのよさや美�し�さなどを味わい、美�
術を通�し�た国際理解を深め、美術文化の継承と創�造への関心を高めること。�

（1）�　�「Ａ表現」及び「Ｂ鑑賞」の指導を通�し�て、次の事項を指導する。� （1）�　�「Ａ表現」及び「Ｂ鑑賞」の指導を通�し�て、次の事項を指導する。�

ア�　�形�や�色�彩�、�材�料�、�光�な�ど�の�性�質�や�、�そ�れ�が�も�た�ら�す�感�情�を�理�解�す�る�こ�と�。�
イ�　�形�や�色�彩�の�特�徴�な�ど�を�基�に�、�対�象�の�イ�メ�ー�ジ�を�と�ら�え�る�こ�と�。�

ア�　�形�や�色�彩�、�材�料�、�光などの性質や、それらがもたらす感情を理解すること。�
イ�　�形�や�色�彩�の�特�徴�な�ど�を�基�に�、�対�象�の�イ�メ�ー�ジ�を�と�ら�え�る�こ�と�。�

第３　�指導計画の作成と�内容の取扱い�

１　指導計画の作成に当たっては、次の事項に配慮するものと�する。�
（1）�　�第２の各学年の内容の「Ａ表現」及び「Ｂ鑑賞」の指導に�ついては相互の関連を図るようにすること。�
（2）�　�第２の各学年の内容の［共通事項］は表現及び鑑賞に関す�る能力を育成する上で共通に必要となるものであり、表現及び鑑賞�の各活動�
において十分な指導が行われるよう工夫すること。�

（3）�　�第２の各学年の内容の�「Ａ表現」�については、�（1）�及び�（2）�と、�（3）�は原則と�し�て関連付けて行い、�（1）�及び�（2）�のそれぞれにおいて描く活�
動とつくる活動のいずれも経験させるようにすること。その�際、第２学年及び第３学年の各学年においては、�（1）�及び�（2）�それぞれにおい�
て、描く活動とつくる活動のいずれかを選択�し�て扱うことができることと�し�、２学年間を通�し�て描く活動とつくる活動が調和的に行える�
ようにすること。�

（4）�　�第２の内容の「Ｂ鑑賞」の指導については、各学年とも適�切かつ十分な授業時数を確保すること。�
（5）�　�第１章総則の第１の２及び第３章道徳の第１に示す道徳教�育の目標に基づき、道徳の時間などとの関連を考慮�し�ながら、第３章道徳の�
第２に示す内容について、美術科の特質に応じて適切な指導�をすること。�
　�
２　第２の内容の指導については、次の事項に配慮するものと�する。�
（1）�　�各学年の「Ａ表現」の指導に当たっては、生徒の学習経験�や能力、発達特性等の実態を踏まえ、生徒が自分の表現意図に合う�表現形式�
や技法、材料などを選択�し�創意工夫�し�て表現できるように、次の事項に配慮すること。�

　ア　見る力や感�じ�取る力、考える力、描く力などを育成するために、スケッチ�の学習を効果的に取り入れるようにすること。�
　イ　美術の表現の可能性を広げるために、写真・ビデオ・コンピ�ュータ等の映像メディアの積極的な活用を図るようにすること。�
　ウ　日本及び諸外国の作品の独特な表現形式、漫画やイラス�ト�レ�ーション、図などの多様な表現方法を活用できるようにすること。�
　エ　表現の材料や題材などについては、地域の身近なものや伝統�的なものも取り上げるようにすること。�
（2）�　�各学年の�「Ｂ鑑賞」�の題材については、日本及び諸外国の児童生徒の作品、ア�ジアの文化遺産についても取り上げるとともに、美術館・�
博物館等の施設や文化財などを積極的に活用するようにすること�。�

（3）�　�主題を生み出すことから表現の確認及び完成に至る全過程を通�し�て、生徒が夢と目標をもち、自分のよさを発見�し�喜びをもって自己実�
現を果た�し�ていく態度の形成を図るようにすること。�

（4）�　�互いの個性を生か�し�合い協力�し�て創造する喜びを味わわせるため、適切な機会を選び共同�で行う創造活動を経験させること。また、各�
表現の完成段階で作品を発表�し�合い、互いの表現のよさや個性などを認め尊重�し�合う活動をするようにすること。�

（5）�　�美術に関する知的財産権や肖像権などについて配慮�し�、自己や他者の創造物等を尊重する態度の形成を図るようにする�こと。�

３　事故防止のため、特に、刃物類、塗料、器具などの使い方の指�導と保管、活動場所における安全指導などを徹底するものとする。�

４　生徒が随時鑑賞に親�し�むことができるよう、校内の適切な場所に鑑賞作品などを展示する�とともに、生徒や学校の実態に応じて、学校�
図書館等における鑑賞用図書、映像資料などの活用を図るものと�する。�
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　本市の教職員美�術展でカラペ�

（色薄紙）�を使ったワークショッ�

プを行い、�大きな�ビ�ニル袋10個�

以上のカラペの山�が残った。そ�

れを何とかリユー�スできないか�

と考え、自校の特�別支援学級で�

造形遊びをするこ�とに�し�た。�

　特�別�支�援�学�級�の�10人�は�純�粋�

で個性あふれる子�たちである。�

れると思い、特�別支援学級の先�

生に１時間をい�ただいた。�

　カラペの山を�前に�し�て、カメ�

の大すきなよ�し�君は緑色を真っ�

先に取り、ワニ�ガメをつくった。�

「ガオーッ！　�かみついちゃう�

ぞ。�」�と、いろいろな人�にかかわ�

っていく。�し�っぽを伸ば�し�たり、�

牙をつくったり�し�て、１枚の紙�

からさまざまな�見立てを�し�てい�

た。この紙は�し�わくちゃにする�

といろいろな立�体をつくること�

ができる。よ�し�君はよほど気に�

入ったら�し�く、下校の時もず�っ�

とこのワニガメ�を持っていた。�

　あいちゃんは�花の形を見つけ�

出し�（�ワ�ー�ク�シ�ョ�ッ�プ�で�は�参�加�

者に花をつくっ�てもらった）�、�自�

分を飾ってお姫�様になった。大�
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　高学年の子どもたち�が、構想か�
ら制作に至るまで意欲�を持続�し�て�
取り組めるには、�「自分がやりたい�
こと」という強い意識�を持てる題�
材であることが大切だ�。�
　�「この弁当箱に、�自分が食べたい�
ものをいっぱい詰めて�ね。ただ�し�、�
材料はこの紙粘土です�。�」�
　子どもたちはフィギ�ュアが大好�
き。誰もがス�ト�ラップや消�し�ゴム�
の一つや二つは持って�いる。�
　自分が食べたい理想�の料理を本�
物そっくりにつくって�弁当箱に詰�
め、びっくりさせてや�ろう！とい�
う提案は彼らの遊び心�をくすぐり、�
創作意欲を後押�しし�てくれたよう�
だ。�
　いつも弁当に入れて�もらう好物�
や食べたかった高級食�材などがワ�
ークシー�ト�を埋めていく。時には�
料理本や広告チラシを�参考に、献�
立や手順など楽�し�そうに計画を立�
てていった。�

　�
　�
　�
　�
　�
　�
　粘土工作は土素材�に経験の少な�
い子どもたちにとっ�ては表現力の�
差が大きくなり、苦�手意識を持っ�
て�し�まうことが多いが、�この弁当�
づくりでは、つくる�料理の大きさ、�
形、色、質感などを�実物に近づけ�
るその意識や追求力�は写実絵画の�
表現に近いものがあ�り、今までの�
経験や既習の技能を�生か�し�、気負�
いなく取り組めた。�
　材料を使って表現�する作品は、�
思いつかなかったり�見つからなか�

　�
　�
　�
　�
　�
　�
ったりと、材料集めの�段階で早く�
も大きな差が出てくる�が、高学年�
では、ものがないこと�よりも、あ�
りすぎることのほうが�、工夫の妨�
げになって�し�まう。�
　ここでは「見立て」�で料理を表�
現するのではなく、紙�粘土と水彩�
絵の具とニスで質感や�触感、みず�
みず�し�さなど、マチエールの�工夫�
を誇ら�し�げに披露する姿を多�く目�
にすることができた。�

（やまだ　さよこ）�
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枚を入れた。�

　みんなでカラペを残�らず�ビ�ニ�

ルに入れて口を�し�ばると、ボー�

ル�が�で�き�る�（�こ�れ�を�や�る�と�片�付�

けが楽になる。またま�た不純な�

私！）�。�

　このボールはふわふ�わ�し�てい�

てつかみやすく、運動�の苦手な�

子でも楽に受け取って�投げるこ�

とができる。�し�かもきれいだ。�

　最後はこのボールで�投げ合い�

を�し�、汗をかいたとこ�ろで授業�

を終えた。�

　図工は「豊かな情操�を養う」�

教科である。手や体全�体の感覚�

を働かせ、生き生きと�自己表現�

することで脳を鍛える�ことがで�

きると考える。特別支�援学級の�

子どもたちからは図工�の原点を�

きな花を頭にもスカ�ー�ト�にもつ�

けて大得意である。�お姫様は女�

の子のあこがれであ�り、本能を�

満たされる喜びがあ�るのだろう。�

　のり君は小さくち�ぎって投げ�

る遊びが気に入った�。色とりど�

りの紙を空中に投げ�ると、本当�

にきれいである。�

　一番のわんぱく坊�主のてっち�

ゃんは、カラペの山�に埋められ�

て�し�ばらく静かに�し�ていた。カ�

ラペの中は温かくて�安心できる�

空間なのだろう。�

　活動の頃合いを見�計らって、�

大きな透明のビニル�袋をいくつ�

か出�し�た。�「この中にぽいぽ�い入�

れようよ。�」�という私の呼び�かけ�

に、今まで興味を示�さなかった�

めぐみちゃんが反応�し�て４～５�

　�

　�

　�

　�

　�

　�

　�

　�

　�

　�

　�

　�

教えてもらったよ�うな気がする。�

　この時以来、あ�いちゃんが満�

面の笑みで私に手�を振ってくれ�

るようになった。�「また一緒に図�

工を�し�ようね。�」�

（子どもたちの名前は�仮名）�

（やぎ　じゅんこ）�

興味がないことには�なかなか活�

動�し�ないが、カラフルで手�触り�

のよい多量のカラペ�を目の前に�

し�た時にどんな遊び�をするのか、�

こ�の�造�形�遊�び�が�10人�の�心�を�動�

かすことができるの�かどうかを�

知りたかった。�

　動機が多少不純で�はあるが、�

子どもたちはきっと�楽�し�んでく�

カ�ラ�ペ�（色薄紙）�で遊�ん�だ�ら�…�

愛知県豊田市立堤小学校�
八木　�淳子�

　大隅中学校は３年�前に４校が統�
合された中学校です�。大隅半島は�
本当に自然の多い地�域で、子ども�
たちも素朴です。�
　曽於市内には吉井�淳二さんを輩�
出�し�た末吉町があり、毎�年、記念�
洋画展があります。�子どもたちも�
出品�し�、絵の町と�し�て発展�し�てき�
ています。�
　その大隅中学校で�昨年、学力向�
上拠点校�（文部科学省指定）�の研究�
公開が行われま�し�た。美術科と�し�
ての取り組みは�ピ�ク�ト�グラムの作�
成と学校サイン化計�画の実施で�し�
た。�「スリッパを並べ�る、�身だ�し�な�
みを整える、チャイ�ム着席」とい�
う三つの内容を�ピ�ク�ト�グラムにす�
ることから始めま�し�た。このマー�

クだけで生徒が変�わることはあり�
ません。そこに生�身の声による指�
導があってこそ、�このマークも生�
きてきます。�
　地域の美育協会�があります。地�
域の小・中学校の�先生が交流する�
にも、授業を割い�て集まるのは大�
変です。地区巡回�展も以前にあっ�
たということです�が、時数的なこ�
とや小規模校の負�担があり、現在�
はありません。交�流のために夏休�
みに宮崎から講師�を招いての実技�
講習会ができま�し�た。来年度に向�
けて再び交流がで�きるように計画�
を立てていきたい�ところです。�
　評価については�、もう少�し�考え�
方を深めたいとこ�ろです。独りよ�
がりな評価を�し�ていたようで、他�

教科の先生からのご指�摘を受けて、�
評価方法をだいぶ改善�することが�
できま�し�た。�
　教�員�とし�て�15年�目�を�終�え�よ�う�
と�し�ています。まだまだ勉�強不足�
なところを感�じ�る次第です。�

（はまさき　こう�じ�）�

大隅半島�の�絵�の�町で�楽�し�く�取�り�組�め�た�「私�の�ス�ペ�シ�ャ�ル�お�弁当」�
山田 小夜子�（奈良県奈良市立飛鳥�小学校）� 　�（鹿児島県曽於市立大�隅中学校）�

図　�工　�室�図　�工　�室� 美　�術　�術　�室�美　�室�
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　�「地域のアー�ト�」�と�し�て、浦安における取り�組み�

の中で二つの事例を紹介�いた�し�ます。�

　京葉線新浦安駅前に複�合施設「マー�レ�」がオー�

プン�し�てこの４月で丸２年にな�ります。この施設�

は浦�安�市�が�PFI手�法�を�導入�し�、建�設�・�維�持�運�営�し�

ているものです。施設の�中には行政サー�ビ�スセン�

ター、保育所、国際セン�ター、在宅介護センター�

などが入っているのです�が、この施設の計画段階�

において浦安市教育委員�会は、子どもたちの作品�

を展示するためのギャラ�リーの設置を強く希望�し�、�

これを実現させたと聞き�ます。�

　６階建ての２階廊下部�分に展示板・展示ケース�

を設置�し�、スポッ�ト�ライ�ト�も備えた本格的なギャ�

ラリーとなりま�し�た。市立幼稚園、小・中学�校を�

近隣校の組み合わせで割�り振った展示計画に基づ�

き、搬入・搬出が行われ�ます。�

　教師にとってこのギャ�ラリーは、各学校・幼稚�

園で行われている造形活�動の情報交換の場である�

とともに、図工・美術の�授業内容を広く市民に知�

ってもらう機会ともなっ�ています。出品�し�た子が�

家族や親戚の人に、誇ら�し�げに自分の作品を解説�

するほほえま�し�い光景もよく見られま�す。�

　表現と鑑賞は表裏一体�のものであり、子どもた�

ちは他の学校の作品を数�多く鑑賞することにより、�

発想や表現方法などを自�分の作品に生か�し�ていく�

ことができることで�し�ょう。�

　�「子どもアー�ト�ギャラリー」�は市教育委員会が管�

理�し�ているとは言っても、言うま�でもなく現場の�

幼稚園・小学校・中学校の�先生方の図工・美術教�

育に対する理解・協力な�し�では成り立たない取り�

組みです。そ�し�て図工・美術教育の重要�性を認識�

し�、複合施設の中にギャラ�リーを設けることを推�

し�進めた市教育委員会の姿�勢を高く評価�し�たいと�

思います。�

　元町地区にあるフラワー�通りは、昭和初期の浦�

安を舞台と�し�た山本周五郎の名作「青べ�か物語」�

で知られる境川に沿った250ｍほどの通りです。�車�

１台がやっと通れるほどで�すが、かつてはこの地�

区一番の繁華街で、荷馬車�が行き交い、映画館や�

演芸場があったそうです。�

　フラワー通りの活性化と�子どもたちと地域のふ�

れあいを目的と�し�、浦安市立南小学校が�この通り�

に�あ�る�側�溝�の�約�400枚�の�ふ�た�に�児�童�が�思�い�思�い�の�

絵を描く「ロー�ド�・アー�ト�」の取り組みを�し�て、�

平成12年から数えてすでに�８回目となりま�し�た。�

　当日は側溝の前に新聞紙�を敷き、受け持った側�

溝のふたをキャンバスがわ�りに�し�て、子どもたち�

は気持ちをこめて花などを�描いていま�し�た。また�

導入では、フラワー通りの�由来や歴史などを学習�
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　本校は、ジャンボこいの�ぼりで有名な埼玉県加�

須市にある。学校教育目標�「自分を生か�し�て、み�

ん�な�の�た�め�に」�、地�域�密�着�型�教�育�を�推�進�し�て�い�る。�

平成18年度から取り組む「�児童の思考力や創造性�

を高める表現活動の研究」�では、�「つたえる」�活動�

をその中核にすえて実践�し�てきた。�

　子どもたちは「つたえる�」ために、色や形、言�

葉など、さまざまな手段や�方法を工夫する。また、�

友だちの「つたえる」姿か�ら新たな発見をする。�

教師が意図を持って「つた�える」環境を創出する�

ことで、子どもたちの表現�活動は高まる。その実�

践の一端を紹介する。�

◆加須市まちかど美�術館�
　地域の商店街と連携�し�、自分の思いを「つた�え�

る」言葉とともに表現�し�た全児童の立体・平面�作�

品展を年３回実施�し�た。作品は、店先や商工会�館�

に展示�し�た。全校の児童・保護者�は、自分の作品�

が展示されている店先を探�し�て街中をオリエンテ�

ーリング�し�た。�

　�「これは賞に選ばれた作�品ですか？」�と尋ねる商�

店主。全児童の作品である�ことを伝えると、驚き�

と共感を呼んだ。店主たち�は口々に「子どもたち�

の描いた絵はいいねえ。心�が優�し�くなるよ。�」�「街�

路�を�歩�く�の�が�楽�し�み�だ。�」�「い�つ�も�飾�っ�て�ほ�し�い�

な。�」�などと、久�し�ぶりに街に活気が戻っ�てきたこ�

とに喜びの声を伝えてくれ�た。�

造形�ピ�ッ�ク�ア
�ッ�プ��
�

豊かにかかわる態度」を育む�ことを掲げています。�

図工・美術科は「生きる力」�を育むうえで最適な�

教科であると認識�し�ています。�

　さらに、自分が生活�し�ている地域や社会と積極�

的にかかわることこそ「生き�る力」の実践となる�

ものであると考えます。もと�もと個の活動を主に�

するこの教科にとって、育む�べきコミュニケーシ�

ョン能力とはいったい何か、�そ�し�てどのように�し�

たらコミュニケーション能力�を育んでいけるのか�

を再考するとともに、教室や�学校の中だけで完結�

する図工・美術から一歩外へ�踏み出�し�ていく取り�

組みがますます必要となって�くるので�し�ょう。�

（いまい　ひろ�し�）�

地　�域　�の　�ア　�ー　�ト�

1．事例　�①「子�ど�も�アー�ト�ギ�ャ�ラ�リ�ー」�

3．おわ�りに�

浦安の地域�ア�ー�ト�

　造形活動を地域に発信�し�ていく取り組みは全国�

各地でなされていると思い�ます。2011年完全実施�

の新学習指導要領では、す�べての教科においてコ�

ミュニケーション能力を育�成することが謳われて�

います。図工・美術科にお�いても「形や色などに�

よるコミュニケーションを�通�し�て、生活や社会と�

するなど、十分に個の�

思いを広げ、深める時�

間が確保されていると�

のことです。�

　この活動には教師だ�

けではなく、�PTA・商�

店会・交通安全協会な�

どの協力を得ていると�

のこと。お店の前のふ�

千葉県浦安市立日の�出小学校　�今井　�弘�

「�つ�た�え�る�」�活�動�の�充�実�を�目�指�し�て�
埼玉県加須市立加須�小学校　�栗城　�敦志�

2．事例　�②「�ロ�ー�ド�・アー�ト�」�

たに子どもたちと一緒にな�って描くご主人がいた�

り、近くのお家に水や�ト�イ�レ�を貸�し�てもらったり�

と、まさに地域とのふれあ�いの中で制作されたも�

のです。この活動により、�地区の活性化はもとよ�

り、日常に変化をもたら�し�、人々の新たな交流が�

生まれてきま�し�た。�

　地域の人々にとっては、児�童の作品が「つたえ�

る」ものは、見ているだけで�優�し�い気持ちになり、�

会話が弾むものとなった。子�どもたちにとっては、�

自分の作品が街のショーウィ�ン�ド�ーに飾られるこ�

とに誇りを持ち、作品を通�し�て自分の思いが伝わ�

ることの楽�し�さを味わった瞬間であった。�

◆校内の「つたえる」�活動�
　このほかに校内では、�給食タイムを利用�し�て�「つ�

たえる」活動を実践�し�てきた。自分の作品を見せ�、�

自分の言葉で相手に伝えた。�活動を通�し�て、言葉�

で表す力�（語彙）�が広がるとともに、作品を�見つめ�

る力、よさを感�じ�取る力が高まってきた。�

◆子どもギャラリー�ト�ーク�
　今後は、�「子どもギャラリー�ト�ーク」�を授業に取�

り入れ、�「つたえる」�活動を通�し�て身につけた表現�

力�を、�「つ�た�え�る」こ�と�で、さ�ら�に�高�め�て�い�き�た�

い。� （くりき　あつ�し�）�


